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その他留意事項 

 

 

１ 施工中、配水管を破損した場合は、直ちに水道部に連絡するとともに、他に影響

を及ぼさぬよう適切な措置を講ずること。 

  なお、この修繕に要する費用は、原因者の負担とする。 

 

２ 改造工事が見込まれる給水装置新設工事にあっては、原則として新設工事申請の

際、改造工事を同時に申請すること。 

 

３ オートロックシステムを設置する建物については、給水装置工事申込時に誓約書

（別記①例 参照）を提出すること。 

 

４ この基準は平成 27 年 4 月 1 日から適用する。ただし、平成 28 年 3 月 31 日まで 

 は、なお従前の基準により施工することができる。 
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